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令和５年８月１０日 第７回農業委員会議事録 

 

１．開催日時 令和５年８月１０日（木） 

開会時刻：１０時０分 閉会時刻：１０時２０分 

 

２．早島町役場 ２階第一会議室 

 

３．出席委員 

１番 増田 利之 

２番 安原 輝夫 

３番 佐藤 周二 

４番 林 正 

５番 栗坂 一郎 

６番 眞鍋 和崇 

７番 佐藤 一義 

８番 日笠 太（職務代理） 

９番 原 勝 

１０番 澤田 晃始（会長） 

推進委員 水畑 德子 

推進委員 齊藤 啓子 

 

４．欠席委員   

なし 

 

５．傍聴人数   

なし 

 

６．議事日程 

議案第１５号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 

７．農業委員会事務局員 

事務局長    安原 隆治 

書  記   上化田 圭一 

書  記   杉本 和也 

書  記   廣畑 卓也 
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事務局長（安原 隆治君） 

ただいまから令和５年第７回早島町農業委員会を開会いたします。 

はじめに会議の成立についてご報告いたします。本日は出席委員１０名でございま

すので、農業委員会等に関する法律第２７条により在任委員の過半数の方がご出席し

ております。よって、本日の会議は成立しておりますことをご報告いたします。 

それでは、以降の議事進行につきましては澤田会長によろしくお願いいたします。 

 

議長（澤田 晃始君） 

これより議事に入ります。まず議事録署名委員の指名を行います。私の方で指名し

てよろしいでしょうか。 

 

【異議なしの声あり】 

 

議長（澤田 晃始君） 

それでは、議事録署名委員は、８番の日笠 太委員、９番の原 勝委員にお願いし

ます。 

 

【両委員了承】 

 

議長（澤田 晃始君） 

それでは、日程１の議案第１５号 農地法第５条の規定による許可申請についてを

議題といたします。 

事務局、説明してください。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

議案書２ページをご覧ください。番号１について、権利の種類は使用貸借権の設定

です。農地の所在は、早島字九反ヶ坪●●●●番●、地目が田、面積が１６５㎡で農

地区分は第２種です。貸主は早島町早島●●●●番地●にお住いの●● ●●さん、

借主は早島町早島●●●●番地●にお住いの●● ●●さんと●● ●●●さんで

す。転用目的は自己専用住宅で、申請事由は「現在、妻の実家で８人で暮らしている

が、３人の子供の成長に伴い手狭になったため、申請地に住宅を建築するもの。」で

す。位置図は３ページです。 

なお、本申請は別申請中の開発許可申請と同日付で許可となりますことを申し添え

ます。説明は以上です。 

 

議長（澤田 晃始君） 

ただいまの説明に関して現地確認の結果を１番 増田 利之委員からよろしくお

願いします。 
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１番（増田 利之君） 

 ８月８日に現地確認を行いました。申請地は●●●●●●●●●●の北側、側道沿

いになります。現在稲を植えており周囲は耕作されていますが、ブロック工事をされ

るということで土砂の流出もなく、特に問題はないと思います。 

 

議長（澤田 晃始君） 

ありがとうございました。これより質疑に入ります。何か質疑がありませんか。 

 

６番（眞鍋 和崇君） 

 ２種農地の場合、周辺に農地があった場合に住宅を建てることができるのか。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

 今回住宅を建てるということで、あまりに高い住宅なら周辺の日照に影響を及ぼす

ため検討する必要があるが、今回の住宅は６．９３ｍの建築物です。周辺を農地で囲

まれていますが、住宅を内側へ下げて建てることで日照の影響を発生させないように

する土地利用計画でありますので、許可相当であると判断しています。 

 

議長（澤田 晃始君） 

その他、ご意見等ありませんか。 

 

【質問、意見なし】 

 

議長（澤田 晃始君） 

ないようでありますので、議案第１５号・番号１については許可相当したいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

【異議なしの声】 

 

議長（澤田晃始君） 

ないようでありますので、議案第１５号・番号１については許可相当と決定されま

した。 

続いて番号２を議題といたします。事務局、説明してください。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

議案書２ページをご覧ください。番号２について、権利の種類は所有権の移転です。

農地の所在は、早島字尾越●●●●番●、地目が田、面積が２５８㎡、早島字尾越●

●●●番●●、地目が田、面積が６１㎡で合計２筆、３１９㎡で農地区分は第２種で

す。譲渡人は早島町早島●●●●番地にお住いの●● ●●さん、譲受人は岡山市中
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区赤田●●●番地● ●●●●●●●●●●●にお住いの●● ●さんと●● ●

●さんです。転用目的は自己専用住宅で、申請事由は「現在、夫婦２人で生活してい

るが、出産の予定があり、申請地に住宅を建築するもの。」です。位置図は４ページで

す。 

 なお、本申請は別申請中の開発許可申請と同日付で許可となりますことを申し添え

ます。説明は以上です。 

 

議長（澤田 晃始君） 

ただいまの説明に関して現地確認の結果を１番 増田 利之委員からよろしくお

願いします。 

 

１番（増田 利之君） 

 ８月８日に現地確認を行いました。この申請地は５０戸連たんで開発されている地

区で特に問題はないと思います。以上です。 

  

議長（澤田 晃始君） 

ありがとうございました。これより質疑に入ります。何か質疑がありませんか。 

 

７番（佐藤 一義君） 

 今までは住宅用地と進入路が一緒に転用申請されていたと思うが、この申請地へ進

入路はどこになるのか。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

 まず、現時点の農地への進入路は、申請地の枠の西側の先にある細い里道です。こ

こが農地への通作経路でした。住宅としての進入路は、申請地の東側の旗状になって

いる転用許可済みの筆があると思いますが、ここの方の細長い部分を半分譲渡する形

で今回の申請地への進入路とする予定です。 

 

議長（澤田 晃始君） 

その他、ご意見等ありませんか。 

 

【質問、意見なし】 

 

議長（澤田 晃始君） 

ないようでありますので、議案第１５号・番号２については許可相当したいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

【異議なしの声】 
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議長（澤田晃始君） 

ないようでありますので、議案第１５号・番号２については許可相当と決定されま

した。 

それではその他について、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（廣畑 卓也君） 

 議案書５ページをご覧ください。次回の農業委員会は９月７日（木）を予定してお

ります。場所は２階の第一会議室です。また議案書を送付いたしますので、ご確認く

ださい。 

 以上でその他の報告事項を終わります。 

 

議長（澤田晃始君） 

以上で、本日の議案は全て終了しました。 

令和５年第７回早島町農業委員会を閉会いたします。 


